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 2023 年 8 月 24 日 

株式会社オカムラ食品工業 

代表取締役社長兼 CEO 岡村 恒一 

 問合せ先：取締役兼 CFO 橋本 裕昭 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社グループのミッションは、「海の恵みを絶やすことなく世界中の人々に届け続ける。」であり、

それを実現するために、当社グループは持続可能な成長・発展と企業価値向上を図り、国・地域社会・

消費者・株主・販売先・仕入先・金融機関等の利害関係者と協調しながら企業の社会的責任を果たすこ

とを経営の根幹としております。 

 この企業理念が、当社グループの企業倫理の基本的な考え方であり、コーポレート・ガバナンスを支

える根底にあります。当社グループはこの理念に基づき、全ての利害関係者の信頼に応え、持続可能な

社会の実現に向けた経営を全役員及び全従業員一丸となって積極的に推し進めます。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【補充原則１－２④ 議決権の電子行使のための環境整備】  

現時点において当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は低いため、株主総会における議決

権の電子行使である議決権プラットフォームの採用や招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後株

主構成の変化に応じて実施を検討してまいります。 

 

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示】 

当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の自主的かつ測定可能な目標は設けておりませ

んが、多様な人材の確保に取組んでおります。多様性確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針に

ついては対応を検討してまいります。 

 

【補充原則３－１② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】  

当社は、投資家の構成比率動向等の情報を総合的に勘案し、現在のところ英語での情報の開示・提供を 

行っておりません。引き続き、株主構成等の情報収集・分析に努め、検討を行ってまいります。 

 

【補充原則４－１１③ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 

 取締役会には、独立社外取締役（監査等委員）４名が出席しており、それぞれの専門分野における豊

富な経験と知識に基づき、経営の監督だけでなく、適切な助言・提言をいただいております。 更に、
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事前に取締役会資料を共有しており活発な議論がなされていることもあり、取締役会の実効性は 確保

されているものと判断しております。なお、取締役会の実効性についての分析・評価の結果を開示する

ことについては、今後検討すべき事項と考えております。 

 

【原則 ５－２ 経営戦略や経営計画の策定・公表】 

当社は、現時点において中期経営計画を公表しておりませんが、ＩＲ活動を通して事業の活動内容や方

向性を示し、目標達成に向けた具体的な施策を分かりやすく説明するよう努めてまいります。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則１－４ 政策保有株式】  

当社は、継続的取引関係がある企業との関係強化、緊密化を図る一方で、慣例的な相互保有や人的関係

等の情実等を排除するとともに、将来の取引関係や持続的な企業価値の向上に資するかどうかなど、中

長期的な観点から得失等を総合的に勘案のうえ、個別銘柄ごとに最適な政策保有株式を有しておりま 

す。政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、保有先企業の提案を無条件に賛成することはせず、

当社との業務提携や取引関係の維持・強化を通じて、当社の企業価値向上に資すると認められるかどう

かの観点から議決権行使を行うことを議決権行使の基準としております。 

 

【原則１－７ 関連当事者間の取引】 

当社が役員や主要株主と取引を行う場合において、当該取引が会社および株主共同の利益を害すること

がないよう、関連当事者間取引として取締役会での承認を得ることとしております。関連当事者につい

ては毎年定期的にその有無を確認しております。  

 

【原則３-１】（情報開示の充実）  

（ⅰ）会社の目指すところ  

当社グループの経営理念は、当社ホームページ等で公開しております。経営理念に基づく中期的な経営

方針及び経営戦略、経営計画については、有価証券報告書に記載してまいります。  

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本的な方針  

本報告書の「Ⅰ.- １．基本的な考え方」に記載しております。 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続  

取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の答

申に基き、取締役会にて決定しております。 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決

議された報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員の協議で決定しております。なお、報酬額の

算定は、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」及び関連する社内規程に沿って行われてお

ります。 

（ⅳ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 

取締役の選任及び解任については、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会において決定してお
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ります。監査等委員の選任については、候補者の優れた人格、見識、能力及び経験等を考慮し、取締役

会において決定しております。監査等委員の選任に関する議案を株主総会に提出する事に対する同意は

監査等委員会の決議によって行っております 

 

【補充原則４－１① 取締役会から経営陣への委任の範囲】  

当社の取締役会では、法令・定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める重要な事項について、決

定することとしております。取締役会での決議を要しない事項については、「職務権限規程」に基づき、

経営陣に権限委譲しております。  

 

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】  

当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない

ことを選任基準として、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しています。  

 

【補充原則４－１１① 取締役会の構成に関する考え方】  

当社は、取締役会が業務執行管理及び経営意思決定を行う為に、豊富な経験に加え、多様性、専門性等

を持った幅広いメンバーで構成される事が重要であると考えています。また社外取締役は、取締役会に

対するチェック機能の実効性の為に、高い独立性を有する事が大事だと考えていま す。  

 

【補充原則４－１１② 取締役及び監査役の兼任の状況】 

 全ての取締役は他の上場会社の役員を兼任しておりません。当社取締役会への出席率も高く、その役

割を適切に果たしていると考えています。  

 

【補充原則４－１１③ 取締役会全体の実効性についての分析及び評価】  

当社は、取締役会における意見交換の状況、議題に対する質疑応答、取締役の活動報告状況から取締役

会の実効性は十分果たされているものと考えています。 

 

 【補充原則４－１４② 取締役及び監査役のトレーニング】 

取締役は、当社の経営戦略、経営計画、各種事業の状況、経営環境及び経営課題等について各所管部署

または担当役員から説明を受けております。また、要請があったときには、外部セミナー等の研修・会

合に参加する機会の提供その他の支援を行っております。今後も経営環境の変化に対して、より適切な

対応をすべくトレーニング機会の提供・あっせん等の実施を積極的に行ってまいります。 

 

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】  

当社は、以下の方針に基づき、株主との建設的な対話を促進しております。  

（ⅰ）当社では取締役兼 CFO が IR 担当役員として株主・投資家とのコミュニケーションを統括してお

ります。  
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（ⅱ）建設的な対話が実現するように目配りを行うことで、関連部門が適切に連携しております。  

（ⅲ）決算説明会やアナリスト説明会、ホームページでの情報開示の充実等を計画しております。 

 (ⅳ）IR 活動のフィードバックについては、適宜、取締役会に報告し、必要なものについては対応を

行っていく予定です。  

（ⅴ）インサイダー情報については、インサイダー取引防止規程に基づき管理を行い、情報漏洩が発生

しない体制を構築しております。 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

株式会社オカムラ 98,800 44.01 

岡村恒一 52,476 23.37 

Steelhead Aps 14,862 6.62 

岡村直子 9,800 4.37 

八木康次 9,252 4.12 

岡村祥平 5,000 2.23 

岡村大祐 4,400 1.96 

岡村麻里 4,400 1.96 

岡村英樹 4,000 1.78 

岡村亮治 4,000 1.78 

小嶋京子 4,000 1.78 

 

支配株主（親会社を除く）名 岡村恒一 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

- 
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３．企業属性 

上場予定市場区分 スタンダード 

決算期 6 月 

業種 食料品 

直前事業年度末における(連結)従業員数 500 人以上 1000 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円以上 1000 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社は支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませんが、当該取

引を行う場合には、当社経営の健全性や少数株主の利益を損なうことが無いよう、取引理由や取引条件

等の合理性及び妥当性に関して、取締役会において十分な審議をしたうえで意思決定を行ってまいりま

す。なお、取締役会は、その過半数が社外取締役（いずれも、上場後は独立役員に指定予定）で構成さ

れております。 

 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

－ 

 

 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 11 名 

定款上の取締役の任期 1 年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 7 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 4 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

3 名 
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会社との関係(１) 

氏名 属性 
会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

櫻庭一憲 他の会社の出身者     △       

小嶋京子 公認会計士／税理士       ○     

伊藤史行 弁護士            

濱田武士 学者            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 
独立 

役員 

適合項目に関する

補足説明 
選任の理由 

櫻庭一憲 〇 櫻庭一憲氏は、当

社の主要取引銀行

である株式会社青

森銀行 の業務執

行者でありました

が、2012 年に同行

を退職しており、

以降、同行の業務

執行には関与して

おりません。 

また、同氏は当社

の取引先であるあ

おぎんリース株式

櫻庭一憲氏は、長年の銀行勤務において培われ

た財務や経理に関する知見を有しており、また

あおぎんリース株式会社では代表取締役社長と

して経営に携わっておりました。2018 年 8 月か

らは当社監査役として、経営から独立した客観

的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための発言をいただ

いております。引き続きこれらの経験と見識を、

経営全般の監督と適正な監査活動に活かし、リ

スク管理の強化につなげていただくため、社外

取締役としての選任しております。 

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定め

る独立役員の確保にあたっての判断基準に照ら
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会社の業務執行者

でありましたが、 

2018 年に同社を退

職しており、以降、

同社の業務執行に

は関与しておりま

せん。 

以上を踏まえ、そ

れらの関係が同氏

の独立性に影響を

与えるおそれはご

ざいません。 

し、当社との間に特別な利害関係は存在しない

ことから、一般株主との利益相反が生じるおそ

れがないと判断し、独立役員として指定してい

ます。 

小嶋京子 ― 小嶋京子氏は当社

の主要株主であり

ます。 

小嶋京子氏は、公認会計士及び税理士としての

長年の識見と経験、及び税理士法人の経営経験

を有しております。引き続きこれらの経験と見

識を当社体制の強化に活かしていただくため、

社外取締役として選任しております。なお同氏

は、創業者の姪であり当社代表取締役社長の従

妹にあたり、2008 年 9 月に当社グループの監査

役に就任してから 15 年が経過しておりますが、

経営から独立した客観的・中立的な立場から、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す

るための発言をいただいており、当社の社外監

査等委員としての職務遂行に特段の支障はない

と判断しております。。 

伊藤史行 〇 ― 伊藤史行氏は、弁護士としての経験・識見を有

しているほか、各種委員会等の役職も歴任され

ています。これらの経験をもとに、当社の論理

に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえ

た客観的視点で、独立性をもって経営の監視を

遂行するに適任であると考えております。その

ことにより、取締役会の透明性の向上及び監督

機能の強化に繋がるものと期待されることか

ら、社外取締役として選任しております。なお

同氏は、2021 年 3 月から同年 8 月までの間、当

社と法律顧問契約を締結しており、当社は、同
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氏に対して弁護士報酬を支払っておりますが、

その額は 33 万円程度であり、当社及び同氏のい

ずれからみても僅少であることから、同氏の独

立性に影響を与えるものではありません。 

同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立

役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当

社との間に特別な利害関係は存在しないことか

ら、一般株主との利益相反が生じるおそれがな

いと判断し、独立役員として指定しています。 

濱田武士 〇 ― 濱田武士は、水産政策・水産経済を専門として、

水産の現場を長年に亘って調査研究してきまし

た。これらの経験と見識に基づいて当社経営の

監視・監督を行うことで、当社取締役会に新た

な視点が持ち込まれ、当社が多様なステークホ

ルダーのそれぞれの立場を尊重しながら企業経

営を行っていくことに繋がるものと期待し、社

外取締役として選任しております。 

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定め

る独立役員の確保にあたっての判断基準に照ら

し、当社との間に特別な利害関係は存在しない

ことから、一般株主との利益相反が生じるおそ

れがないと判断し、独立役員として指定してい

ます。 

 

【監査等委員会】  

委員構成及び議長の属性 

 全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

委員長 

(議長) 

監査等委員会 ４ 1 - ４ 社外取締役 

 

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使

用人の有無 
あり 

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

社長により監査等委員会スタッフとして任命を受けた者が、監査等委員会の職務に関する補助を行って

おります。また、監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指示により職務を補助し、当該職務につい

ては監査等委員以外の取締役の指示は受けないこととすることで、独立性及び当該使用人に対する指示
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の実効性を確保しております。併せて、補助すべき社員の任命、異動等は、監査等委員の意見を聴取し、

これを尊重することとしております。 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査等委員による監査と内部監査は、内部監査担当部門である内部監査室が監査等委員会に対し、監査

方針、 監査計画、監査結果について定期的に報告を行い、また、監査結果について監査等委員会から

の依頼がある場合には、必要に応じて追加で監査を行います。併せて、監査等委員会と内部監査室は、

単独又は連携して監査を実施しております。 監査等委員監査及び会計監査との関係は、会計監査や業

務監査を通じお互いの連携を高めるとともに、 会計監査人、監査等委員、内部監査室による年数回の

三様監査を通じて、相互の監査 計画の情報交換及び監査結果等について報告を行い、監査の品質向上

を図っております。 

 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬諮問委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

3 0 1 2 0 0 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬諮問委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

3 0 1 2 0 0 社外取締役 

 

補足説明 

当社は、役員の指名・報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバ 

ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指

名・報酬諮問委員会は、指名・報酬に係る事項の審議を役割とする単一の委員会です。指名・報酬諮問 

委員会では、取締役会の構成についての考え方、取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員の選解

任の方針及び基準等、並びに取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員の報酬体系及び報酬決定の

方針等を審議することとしています。 
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【独立役員関係】 

独立役員の人数 3 名 

その他独立役員に関する事項 

― 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

業績連動型報酬制度の導入／ストックオプション

制度の導入／その他 

該当項目に関する補足説明 

〇業績連動報酬 

連結 EBITDA の実績に応じて一定の範囲で変動させた額として決定しております。指標として連結

EBITDA を選択した理由は、成長過程で積極的な設備投資を必要とする当社においては、償却負担を

除外した指標が取締役の成果を図る指標として適切であると判断したためであります。なお、監査等委

員の報酬は、業績連動報酬を設けておりません。 

〇その他 

業務執行取締役について、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。譲渡制限解除は当該取締役の

退任時としております。 

 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,従業員,子会社の取締役,子会社の従業員 

該当項目に関する補足説明 

グループ内の役員及び正社員を対象としてストックオプションを付与しております。これにより、グ

ループの構成員が経営に参画する意識を持ち、同じ目標を共有することを企図しております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬額の総額が 1 億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

１．基本方針 

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株

主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準

とすることを基本方針とする。 
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具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期的な業績に連動して支給す

る業績連動報酬（金銭報酬）、中長期の企業価値の持続的向上を図るインセンティブとなることを目的

とした株式報酬の 3 項目によって構成されるものとする。また、監督機能を担う取締役監査等委員につ

いては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 

 

２.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準も考慮しながら、総合

的に勘案して決定するものとする。 

 

３．業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針 

業績連動報酬として個人別に支給する金銭の額は、各取締役の役割の大きさに応じて設定した基準額

に、支給係数を乗じることで算出する。 

支給係数を算出するための業績連動指標は、本業における利益の創出と成長に向けた投資の促進の観

点より連結 EBITDA とし、前年度からの伸長率に応じて係数を決定する。 

なお、業績連動報酬は、当該事業年度に関する計算報告を行った定時株主総会終了後の翌月より、12

ヶ月に分割して支給する。 

 

４．株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、役位別に設定する基準額に応じた譲渡制限付株式（取締役退

任を条件として譲渡制限を解除する。）を付与する。 

 

５．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する

割合の決定に関する方針 

報酬構成の割合及び報酬水準の報酬構成は、標準業績時に、基本報酬が約 70％、業績連動報酬が約

10％、株式報酬が約 20％となる想定で設定する。 

 

６.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

役員報酬制度に関する事項は、客観性・透明性向上のために、任意に設置している指名・報酬諮問

委員会において原案の事前審議を行い、審議した内容を取締役会に答申して、取締役会にて決定する

こととする。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

当社の社外取締役は、すべて監査等委員となっており、代表取締役と常勤監査等委員より会社の重要 

事項を適宜報告し、意見交換を行っております。また、経営陣幹部との情報交換・意見交換の機会を適 

宜設けております。また、適時、業務担当者より直接、報告し、意見交換を行っております。 
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２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

（ア）取締役会 

当社の取締役会は、本書提出日現在、社内取締役３名（代表取締役社長 岡村恒一、代表取締役副社

長 八木康次、取締役管理本部長 橋本裕昭）、社外取締役４名（常勤監査等委員 櫻庭一憲、監査等委員 

小嶋京子、監査等委員 伊藤史行、監査等委員 濱田武士）の計７名で構成されており、月１回の定時取

締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。取締役

会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項等に関する決議を行い、

取締役の業務の執行を管理・監督する権限を有しております。 

 

（イ）監査等委員会 

当社の監査等委員会は、本書提出日現在、社外取締役４名（桜庭一憲、小嶋京子、伊藤史行、濱田武

士）により構成されており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの

意見による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めております。 

 

（ウ）指名・報酬諮問委員会 

当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的と

して、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問

委員会は、社外取締役が過半数を満たす委員から構成されており、委員長は指名・報酬諮問委員会の決

議によって選定しております。取締役会の任意の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、代表取締

役及び取締役の選解任、報酬制度及び水準並びに報酬額等、これらに関する基本方針等の制定、変更、

廃止について審議し、取締役会へ答申する役割を担っております。また、その職務執行に必要な事項に

関して、取締役、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができることとしております。指名・

報酬諮問委員会は、本書提出日現在、社内取締役１名（委員：代表取締役社長 岡村恒一）、監査等委員

である独立社外取締役２名（委員長：櫻庭一憲、委員：伊藤史行）の計３名で構成されており、定時株

主総会の直後に開催される指名・報酬諮問委員会において予め定める年間スケジュールによるほか、必

要に応じて随時開催しております。 

 

（ヱ）リスク・コンプライアンス委員会 

当社のリスク・コンプライアンス委員会は、本書提出日現在、常勤取締役、法務専門家である社外取

締役、執行役員、各部部長、内部監査室長により構成されています。リスクとコンプライアンスに関す

る重要事項の協議および報告の場として、原則として四半期に１回以上開催しております。 

 

（オ）経営会議 

経営会議は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員で構成され、原則として月１回以上開催して
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おります。経営会議では、各部門の執行案件について審議するともに、各部門からの経営情報の報告を

受けることにより、経営執行の機動的な意思決定と経営情報の円滑な伝達、取締役会議案の事前審議を

行う会議体としての役割を果たしております。 

 

（カ）グループ経営会議 

グループ経営会議は、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び連結子会社の代表者で構成され、

原則として月 1 回開催しております。グループ経営会議では、グループ各社から毎月の業務執行状況の

報告を受けることにより、グループ内の情報の共有化と経営情報の円滑な伝達、重要課題の協議、グル

ープ内コミュニケーションの活性化を促進する会議体としての役割を果たしております。 

 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、「世界のマーケットを支えること」をバリューとして掲げておるように、今後も積極的に海外

との関わりを持っていくことを想定しております。そのため、コーポレート・ガバナンス体制におきま

しても、比較的海外投資家に受け入れられやすい体制として監査等委員会設置会社を選択しておりま

す。また、監査・監督機能の強化として、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を持つことによ

り、 監査・監督機能の強化されることも期待しております。 

 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知の

早期発送 

株主の利便性を考慮し、決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発

送 に取り組む所存です。 

集中日を回避した株

主総会の設定 

株主総会の集中日開催を避け、より多数の株主が出席できるように配慮してい

く 所存です。 

電磁的方法による議

決権の行使 

今後の検討課題と考えております。 

議決権電子行使プラ

ットフォームへの参

加その他機関投資家

の議決権行使環境向

上に向けた取組み 

今後の検討課題と考えております。 

招集通知 (要約 )の英

文での提供 

今後の検討課題と考えております。 
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２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

ディスクロージャーポリシーを作成し、当社のホームペー 

ジ上で公表する予定です。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

決算説明会をはじめ、個人投資家向け説明会の実施を検討し

てまいります。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

決算説明会、各種取材対応やカンファレンスへの参加等を行 

うことを想定しておりますが、詳細は今後検討を進める予定 

であります。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現時点では具体的な検討は行っておりませんが、上場後の株

主構成等を考慮しながら検討してまいります。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

決算説明会資料、決算短信、有価証券報告書等をホームペー 

ジに掲載いたします 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

管理本部経営企画部を IR 活動担当部署(担当人員 2 名)と

し、取締役管理本部長を IR 活動の推進責任者とする予定で

あります。 

 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社では、当社 Mission を実現するための６つの Value を掲げておりますが、

これらは当社の経営、戦略立案、人事評価等の基礎となる考え方になっておりま

す。「持続可能であること」「顧客に寄り添うこと」「感謝と謙虚を忘れないこと」

「地域と共存していくこと」といったこれらの Value を通じて、ステークホル

ダーの立場の尊重を含めた健全な事業活動の尊重を謳っております。 

  

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社は、サステナビリティ基本方針（サステナビリティ基本方針 | 株式

会社オカムラ食品工業 (okamurashokuhin.co.jp)）を軸に、持続可能性

を重視した経営を実践しております。 

環境保全活動や CSR 活動の詳細につきましては、当社ウェブサイト又は統合報

告書をご覧ください。 

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ  | 株 式 会 社 オ カ ム ラ 食 品 工 業 

(okamurashokuhin.co.jp) 

https://www.okamurashokuhin.co.jp/sustainability/basic/policy/
https://www.okamurashokuhin.co.jp/sustainability/basic/policy/
https://www.okamurashokuhin.co.jp/sustainability/
https://www.okamurashokuhin.co.jp/sustainability/
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ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社は、TDnet や当社ホームページ内の IR サイトにおいて適時適切な情報開示

を行うとともに、会社説明会等を定期的に開催して株主や投資家の皆様と直接対

話する機会を積極的に設けていきたいと考えております。なお、当社では、「適

時開示資料等管理マニュアル」を定めており、公平な情報開示を行うことにより、

ステークホルダーの期待に応え、企業価値の持続的向上に努める方針でありま

す。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守、財産保全を

確保するために統制環境を整え、内部統制システムの整備を行い、企業価値を継続的に高め、全てのス

テークホルダーの信頼を得ることを主な目的として企業経営を推進します。 

 

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  

当社は、当社及び当社子会社（以下、あわせて「当社グループ」といいます。）の全ての役員及び従

業員が遵守すべき「Mission」及び「６つの Value」を制定し、これに基づき、高い倫理観と社会的良

識をもって社会から信頼と支持を得られる正しい企業活動を行います。 

代表取締役社長はコンプライアンスの責任者として、リスク・コンプライアンス規程等の整備を行う

とともに、内部監査室の監査等を通じて、取締役および使用人の法令および定款の遵守を徹底します。  

取締役は取締役会を組織し、原則毎月１回定期開催するほか必要に応じて随時開催するものとし、重

要な課題について善良な管理者の注意義務をもって十分な検討を行い、適正かつ迅速な意思決定によっ

て経営にあたります。 

経営リスクにかかる情報を早期に把握し、問題を未然・早期に是正する仕組みとして、外部の弁護士

事務所を通報窓口とする内部通報制度を設け、法令違反等を早期に発見する体制を整備します。また、

内部通報規程により、通報者が不利益な取扱いを受けない体制を確保します。  

また、反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは断

固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。  

情報開示においては、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に基づき、財務報

告に係る内部統制の体制構築・整備を推進します。  

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、取締役の職務の執行に係る情

報・文書について、法令に基づき、適切に保存・管理を行います。また、取締役は、当該資料を常時閲

覧することができるものとします。  
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3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展に不可

欠であることから、リスクの未然防止、又はリスク発生時の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影

響度の最小化を図ることを基本方針としています。 

リスクマネジメントを運用するための上位組織として、当社代表取締役社長を委員長としたリスク・

コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関する体制、方針及び施策を総合的に検討します。リ

スク・コンプライアンス委員会にて検討された結果は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告し、網

羅的かつ総括的な管理を行います。 

 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

当社は、毎月定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定

を行います。  

各取締役の業務執行の適切な役割分担を行い、効率的に業務執行が行われる体制を構築します。 

 

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制  

当社は、関係会社管理規程を定め、グループ全体としての業務の適正を確保するための体制を整えて

います。 

関係会社管理規程において、グループ企業における重要事項については当社の承認もしくは当社への

報告を要するものとします。 

グループ経営会議においてグループ企業から経営状況の報告を受けるとともに、十分な情報交換、意

見調整を行い、グループ全体としての経営効率の向上を図っています。 

一定規模以上の子会社については、当社の役職員が取締役を兼務することで、グループ全体の意思の

統一および迅速な業務の執行、子会社の取締役等の職務執行の監督を行っています。 

当社グループの全ての役員及び従業員が利用できる内部通報制度を整備・運用します。  

 

6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項  

必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置きます。 監査等委員会の職務を補助す

べき使用人の任命、異動、評価、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とするものとし、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保します。  

 

7. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための体制そ

の他の監査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役、監査役および使用人が監査等委員会に

報告するための体制、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制および報告

をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人、ならびに当社グループ取締役、 

監査役および使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査等委

員会に都度報告します。対する監査等委員会は、必要に応じ何時でも資料の提出を求めることができま

す。 

内部通報制度を主管するリスク・コンプライアンス委員会は、当社グループの役員及び従業員からの

内部通報の状況について、定期的に当社監査等委員会に対して報告するものとします。  

当社は、内部通報制度の利用を含む監査等委員会への報告を行った当社グループの役員及び従業員に

対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを内部通報規程により禁止していま

す。  

監査等委員会は、監査業務を効率的に遂行するために必要な場合、内部監査室と協同して業務を行い、

また、内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況を監査等委員会に報告します。  

当社は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務に関するものに限る。）について、当社

に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務

が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処

理します。 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方  

当社は、取締役会にて「反社会的勢力との関係遮断の基本方針」を決議し、反社会的勢力との関係を

一切遮断する旨を明言しております。  

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況  

当社は、「反社会的勢力排除規程」を制定し、全社的な排除体制構築の管轄部署は管理本部総務人事

部総務チームとする管理体制を整備しております。取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引

先が反社会的勢力であることが判明した場合には、締結を解除できる旨の反社会的勢力等の排除条項を

盛り込んでおります。 また平素より、反社会的勢力との関係遮断・被害防止のため、公益財団法人青

森県暴力団追放県民センター及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員となり、情

報収集及び、万が一に備えて所轄警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士とも連 携した体制の構

築を実施しております 
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Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

－ 
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【コーポレート・ガバナンス体制の模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 
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以上 


